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○東かがわ市地域コミュニティ活性化交付金交付要綱 

平成27年３月24日告示第35号 

改正 

平成28年３月31日告示第43号の３ 

平成30年３月30日告示第45号の５ 

平成31年４月26日告示第48号 

令和２年４月１日告示第50―９号 

令和３年３月26日告示第42号 

令和５年３月31日告示第50号 

東かがわ市地域コミュニティ活性化交付金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東かがわ市地域コミュニティ協議会の認定に関する規則（平成27年東かがわ

市規則第18号）第３条第１項の規定により市長の認定を受けた地域コミュニティ協議会（以下「地

域コミュニティ協議会」という。）に対する東かがわ市地域コミュニティ活性化交付金（以下「交

付金」という。）の交付に関し、東かがわ市補助金等交付規則（平成15年東かがわ市規則第34号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 交付金の交付の対象者は、地域コミュニティ協議会とする。 

（交付対象事業） 

第３条 交付金の交付の対象となる事業（以下「対象事業」という。）は、地域コミュニティ協議

会が自ら定める事業計画に基づき実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

(１) 地域の課題を地域で解決する事業 

(２) 地域活性化に寄与する事業 

(３) 情報の利活用に関する事業 

(４) 地域コミュニティ発展のための収益事業 

(５) 協議会の運営に関する事業 

２ 前項の規定にかかわらず、地域コミュニティ協議会が実施する事業のうち、次の各号のいずれ

かに該当する事業は、対象事業としない。 

(１) 民間企業の営利を主たる目的とする事業 
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(２) 宗教の教義を広め、若しくは儀式行事を行い、又は信者の教化育成を目的とする事業 

(３) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業 

(４) 特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は

政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業 

(５) 市の他の助成制度による補助金、その他の財政的支援を受けている事業 

(６) その他市長が交付金の交付の目的に適合しないと認める事業 

（交付対象経費） 

第４条 交付金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、対象事業の実施に要す

る経費であって、市長が適当と認めたものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付金の交付の目的に照らして合理性及び正当性を欠くと認められ

る経費は、対象経費としない。 

（交付金の限度額） 

第５条 交付金は、別表第１に定める均等割及び人口割の合計額を限度とする。 

（事業計画の認定） 

第６条 交付金の交付を申請しようとする地域コミュニティ協議会は、毎年度の事業計画について、

あらかじめ市長の認定を受けなければならない。 

（概算払） 

第７条 交付金は、概算払により交付するものとする。 

（書類の様式） 

第８条 交付金の交付に関し使用する次の各号に掲げる規則に基づく書類の様式は、当該各号の定

めるところによる。 

(１) 東かがわ市地域コミュニティ活性化交付金交付申請書 様式第１号 

(２) 東かがわ市地域コミュニティ活性化交付金事業計画書 様式第２号 

(３) 収支予算書 様式第３号 

(４) 東かがわ市地域コミュニティ活性化交付金変更申請書 様式第４号 

(５) 東かがわ市地域コミュニティ活性化交付金事業計画書（変更） 様式第５号 

(６) 収支予算書（変更） 様式第６号 

(７) 東かがわ市地域コミュニティ活性化交付金実績報告書 様式第７号 

(８) 東かがわ市地域コミュニティ活性化交付金事業報告書 様式第８号 

(９) 収支決算書 様式第９号 
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（関係書類の整備） 

第９条 地域コミュニティ協議会は、対象事業に係る帳簿及び証拠書類を事業の完了後５年間保存

しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、当該職員に前項の帳簿及び証拠書類を検査させることが

できる。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日告示第43号の３） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日告示第45号の５） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年４月26日告示第48号） 

この告示は、平成31年４月26日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日告示第50―９号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月26日告示第42号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日告示第50号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第５条関係） 

交付金の限度額 

区分 限度額の算定方法 

均等割 地域コミュニティ協議会当たり 2,000,000円 

人口割 区域人口が ～500人 200,000円 

区域人口が 501～750人 500,000円 

区域人口が 751～1,000人 800,000円 

区域人口が 1,001～1,500人 1,100,000円 
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区域人口が 1,501～2,000人 1,400,000円 

区域人口が 2,001～3,000人 1,700,000円 

区域人口が 3,001～4,000人 2,000,000円 

区域人口が 4,001～5,000人 2,300,000円 

区域人口が 5,001人～ 2,600,000円 

備考 区域人口は、地域コミュニティ協議会の活動地域を構成する大字ごとの人口の合計数とし、

当該交付申請のあった日の属する年度の前年度の４月１日において住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を基準とする。 

ただし、１つの大字に複数の地域コミュニティ協議会の区域が存在する場合は、市の算定

により区域人口を定めるものとする。 
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様式第１号（第８条関係） 
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様式第２号（第８条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 
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様式第６号（第８条関係） 
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様式第７号（第８条関係） 
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様式第８号（第８条関係） 

 



15/16 

様式第９号（第８条関係） 
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